
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号 

窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
（
平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

整
理

番
号 

業
種

そ
の

他
の

区
分 

窒
素
含
有
量 

（
単
位 

一
リ

ッ
ト
ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

備
考 

 

既
設 

新
増

設 

⑴ 

⑵ 

（
略

） 

（
略

） 

（
略） 

（
略） 

（
略
） 

二
〇

九 

下
水

道
業 

二
五 

二
〇 

㈠ 

瀬
戸
内
海
に

お
け
る
生
物
の

多
様
性
及
び
生

産
性
の
確
保
の

た
め
の
栄
養
塩

類
の
管
理
に
関

す
る
科
学
的
知

見
の
充
実
を
目

的
と
し
た
調
査

研
究
と
し
て
、

十
月
か
ら
翌
年

三
月
ま
で
の
間

に
季
節
別
管
理

運
転
に
お
い
て

下
水
を
処
理
す

る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄

の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
の
順

序
に
従
い
、
四

〇
、
三
〇
と
す

る
。 

㈡ 

（
略
） 

㈢ 

（
略
）

 

（
略

） 

（
略

） 

（
略） 

（
略） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

整
理

番
号 

業
種

そ
の

他
の

区
分 

窒
素
含
有
量 

（
単
位 

一
リ

ッ
ト
ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

備
考 

 

既
設 

新
増

設 
⑴ 

⑵ 

（
略

） 

（
略

） 

（
略） 
（
略） 

（
略
） 

二
〇

九 

下
水

道
業 

二
五 

二
〇 
                   

㈠ 

（
略
） 

㈡ 

（
略
）  

（
略

） 

（
略

） 

（
略） 

（
略） 

（
略
） 

 

 
 



 
 

附 

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 


